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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。このたびの雨で早もんの田植えは無事に済みそうで

ございます。節水対策本部の看板が外れたと思いましたけど、正面玄関には１枚だけ張ってある

そうでございます。 

 ただいまから平成２３年第３回須恵町議会臨時会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告します。 

 ５月１６日午前１０時より議会運営委員会を開催し、第３回臨時議会の運営について協議いた

しました。 

 今回提出された議案は８件です。うち７件が専決処分となっております。 

 議案第２５号一般会計補正予算については、予算審査特別委員会に付託。その他の議案はそれ

ぞれ担当委員会に付託するようにしております。 

 なお、予算審査特別委員会の委員長には合屋伸好総務建設産業委員長に、副委員長には今村桂

子文教厚生委員長に事前調整しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本会議終了後、全員協議会を、また協議終了後、各特別委員会を開催いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 会期は、本日１日限りとしております。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．会期の決定について 

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回臨時会の会期を本日１日限りとすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第３回臨時会の会期を本日１日限りと決

定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１０条の規定により、３番議員、５番議員を指名します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第３．議案第２５号 

○議長（三  良人）  日程第３、議案第２５号平成２２年度須恵町一般会計補正予算（第９回）

の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  おはようございます。それでは、提案理由の説明をいたします。 

お手元の議案書をお願いいたします。 

 議案書の１ページをお開き願います。議案第２５号平成２２年度須恵町一般会計補正予算（第

９回）の専決処分について、平成２２年度一般会計予算につきましては、さきの３月議会に補正

予算（第７回）及び（第８回）を提出し、議決されたところでございますが、その後に予算の補

正の必要が生じたわけでございますが、議会を招集して補正予算案を提出する時間的余裕があり

ませんでしたので、３月３１日付で専決処分を行いましたので、地方自治法第１７９条第３項の

規定により、これを本議会に報告し、承認を求めるものであります。 

 内容につきましては、別冊の平成２２年度歳入歳出補正予算書をお願いいたします。 

 補正予算書の１ページをお開き願います。平成２２年度須恵町の一般会補正予算（第９回）は、

次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ９,０７３万６,０００円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７７億

６,６３３万２,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分、金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正により説明をいたします。 

 ２ページをお願いいたします。第１表、歳入でございます。１款町税につきましては、税目ご

との収入見込み額により増減調整しておりまして、町税全体で４,０５０万円の増収を見込んで

おります。２款地方譲与税から、３款、４款、６款、７款自動車取得税交付金までは、各種譲与

税交付金の収入額の確定により増減補正をいたしております。 

 ３ページをお願いいたします。９款地方交付税につきましては、収入額の確定により２,８２７万

７,０００円の増額でございます。 

１１款分担金及び負担金については、保育料の増額１,５００万円を見込んでおります。 

１７款繰入金につきましては、老人保健特別会計からの繰入金３９２万５,０００円を計上いた

しております。 

 次の４ページ、歳出にまいります。２款総務費１項総務管理費において、財政調整基金への積

立金の積み増し２億１,０００万円を計上いたしております。 

３款民生費１項社会福祉費については、国民健康保険特別会計への繰出金の減額等を計上してお

ります。 

８款土木費は５項下水道費で、公共下水道特別会計への繰出金の減額２,１００万円。 
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その他の項目につきましては、決算見込みにより歳出不用額を減額計上しております。 

 ちなみに今回の予算補正により、２２年度末の財政調整基金の残高は２０億１,２００万円と

なる予定でございます。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第２５号については、議長を除く１３人で構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２５号平成２２年度須恵町一般会

計補正予算（第９回）の専決処分についてを予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については調整ができておりますので、御報告します。委員長に合屋伸好議

員、副委員長に今村桂子議員であります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議案第２６号 

○議長（三  良人）  日程第４、議案第２６号平成２２年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第４回）の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  補正予算書１２ページをお願いいたします。議案第２６号平成２２年

度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第４回）の専決処分について御説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２,８８３万９,０００円を減額

し、総額を歳入歳出それぞれ２８億９,８８７万９,０００円とするものでございます。款項の区

分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正により御説明いたします。 

 次のページをお願いいたします。歳入ですが、１款１項国民健康保険税は、決算見込みにより

減額補正いたしております。 

３款国庫支出金から７款共同事業交付金の補正につきましては、国、県支払い基金、国保連合会

からの負担金、補助金、交付金が確定しておりますので、決算見込みにより増減補正いたしてお

ります。 

８款１項他会計繰入金６,６００万円の減額補正は、国、県の補助申請額よりも増額されたため、

歳入歳出決算見込みにより一般会計からの繰入金を減額いたしております。 

 １５ページをお願いいたします。歳出ですが、１款総務費から７款共同事業交付金の補正は、

決算見込みにより不用額を減額いたしております。 

８款１項特定健康診査等事業費の補正は、特定健診の実績により不用額を減額いたしております。
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１０款予備費につきましても不用額を減額をいたしております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第２６号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２６号平成２２年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第４回）の専決処分についてを文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．議案第２７号 

○議長（三  良人）  日程第５、議案第２７号平成２２年度須恵町老人保健特別会計補正予算

（第２回）の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  ２２ページをお願いいたします。議案第２７号平成２２年度須恵町老

人保健特別会計補正予算（第２回）の専決処分について御説明いたします。 

 今回の補正は、第１条、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳出予算の金額は、第１表歳出予算補正により御説明いたします。 

 次のページをお願いいたします。歳出ですが、１款総務費、２款医療諸費の補正は、決算見込

みにより減額いたしております。 

３款２項繰出金の補正は、２２年度で老人保健特別会計が終了しますので、繰越金が出ないよう

一般会計へ繰り出すものでございます。予備費につきましては、全額減額いたしております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第２７号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２７号平成２２年度須恵町老人保

健特別会計補正予算（第２回）の専決処分についてを文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第６．議案第２８号 

○議長（三  良人）  日程第６、議案第２８号平成２２年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第４回）の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書４ページでございます。議案第２８号平成２２年度須恵町
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公共下水道事業特別会計補正予算（第４回）の専決処分について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、平成２２年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第４回）を別冊のとおり

専決したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 別冊の２６ページをお願いいたします。平成２２年度須恵町の公共下水道事業特別会計補正予

算（第４回）は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額は

それぞれ１,６５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億１１７万６,０００円とす

る。第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の金額は、第１表歳入歳

出予算補正による。 

 ２７ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正の歳入、主なものは、５款繰入金１項他

会計繰入金、補正額２,１００万円の減額は、一般会計繰出金の減額でございます。 

７款諸収入４項雑入、補正額３２０万円は県道志免・須恵線道路建設に伴う、既設下水道管切り

かえの県補償金です。 

 ２８ページをお願いします。歳出、主なものは、１款１項総務管理費、補正額１００万円の減

は、負担金補助等の減額です。２款１項下水道事業費、補正額１,４５０万円の減は、工事請負

費及び執行残の精査による減額でございます。４款１項予備費、補正額１００万円の減額は、精

査による減額でございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第２８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２８号平成２２年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４回）の専決処分についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．議案第２９号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第２９号須恵町税条例の一部を改正する条例の専決処分に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田税務課長。 

○税務課長（百田 順二）  議案書５ページでございます。議案第２９号須恵町税条例の一部を改

正する条例の専決処分について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 提案理由、地方税法等の一部を改正する法律、平成２３年法律第３０号が平成２３年４月

２７日に公布され、同日から施行されることに伴い、須恵町税条例の一部を改正する必要が生じ、
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専決処分をしたものでございます。 

 詳細につきましては、各議員のお手元に配付してると思います。２３年度の地方税法の改正の

要点をまとめております。 

 審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第２９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２９号須恵町税条例の一部を改正

する条例の専決処分についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第８．議案第３０号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第３０号須恵町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  議案書１３ページをお願いいたします。議案第３０号須恵町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 次のページ、新旧対照表をお願いいたします。今回の改正は、改正前の第４条において、出産

育児一時金を３５万円と規定いたしておりますが、附則において、平成２１年１０月から平成

２３年３月までは３９万円とする経過措置が設けられております。今国会において、３９万円を

経過措置を恒久化する法案が通過いたしておりますので、今回、第４条において、３５万円を

３９万円に改め、附則第２項を削るものでございます。 

 附則として、この条例は、平成２３年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、報告し、承認を求めます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第３０号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第３０号須恵町国民健康保険条例の

一部を改正する条例の専決処分についてを文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第９．議案第３１号 
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○議長（三  良人）  日程第９、議案第３１号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  議案書１５ページをお願いいたします。議案第３１号須恵町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 １６ページ、新旧対照表をお願いいたします。今回の改正は、今国会において地方税法等の施

行令の一部を改正する政令が平成２３年３月３０日に公布され、４月１日から施行されたことに

伴い、須恵町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正点は、第３条第２項において国民健康保険税の基礎課税額、いわゆる賦課限度額です

が、５０万円を５１万円に改め、第３項において後期高齢者支援金の賦課限度額を１３万円から

１４万円に改め、第４項において介護納付金の賦課限度額を１０万円から１２万円に改めるもの

でござます。第２５条においても、健康保険税の減額において賦課限度額を規定いたしておりま

すので改正しております。 

 附則として、この条例は平成２３年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第３１号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第３１号須恵町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の専決処分についてを文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議案第３２号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第３２号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉松まちづくり課長。 

○まちづくり課長（吉松 良徳）  議案書１８ページをお願いいたします。議案第３２号工事請負

契約の締結についてでございます。工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき

契約条例第１条の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名、内原・大谷線道路改良工事、契約方法、指名競争入札、請負金額６,１２１万

５,０００円、請負者、福岡市博多区博多駅東１丁目１３－９、若築建設株式会社福岡支店、支

店長烏田克彦、契約保証の方法、契約保証金、銀行の保証６１２万２,０００円、条件、工事契
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約の効力が生じた日から平成２４年２月１５日まででございます。 

 本路線にかかわった業者及び本店、支店または営業所の所在地が須恵町内及び福岡市内にある

９業者で入札会を実施いたしました。最低制限価格で応札した業者７業者がありまして、くじ引

き抽選の結果、株式会社、若築建設株式会社福岡支店が落札したものでございます。落札率は

８７.０１％、設計額に対する請負率は８３.２９％でございました。１１日に仮契約を締結、本

日議決をいただければ、本日をもって契約の効力が生じ、本契約となります。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。

よって、議案第３２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第３２号工事請負契約の締結につい

てを総務建設産業委員会に付託します。 

 ここでお諮りします。これより暫時休憩に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩することに決しました。再開は

各常任委員会の審査が終わり次第とします。 

 なお、予算審査特別委員会は特別会議室で開催しますので、よろしくお願いします。 

 暫時休憩します。 

午前10時27分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時48分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここでお諮りします。付議されました議案については、休憩後は日程を追加することになって

おりますので、ここで日程を追加し、日程第１１を議案第２５号、日程第１２を議案第２６号、

日程第１３を議案第２７号、日程第１４を議案第２８号、日程第１５を議案第２９号、日程第

１６を議案第３０号、日程第１７を議案第３１号、日程第１８を議案第３２号とし、議題とした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、日程を追加し、議題とします。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案第２５号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第２５号平成２２年度須恵町一般会計補正予算（第
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９回）の専決処分についてを議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を認めます。 

○予算審査特別委員長（合屋 伸好）  議案第２５号平成２２年度須恵町一般会計補正予算（第

９回）の専決処分について、予算審査特別委員会の報告をいたします。 

 初仕事でございますので、お手やわらかにお願いをいたしたいと思います。 

 全員で審査しましたことから、主なもののみを抜粋し、報告をさせていただきます。 

 別冊の補正予算、平成２２年度歳入歳出補正予算書にて説明をいたします。 

 １ページでございます。歳入歳出予算の補正、第１条でございますが、歳入歳出の予算の総額

に歳入歳出それぞれ９,０７３万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

７７億６,６３３万２,０００円とするものでございます。 

 ５ページをお願いします。事項別明細にて説明をいたします。１款町税以降、決算見込み額ま

たは決算額による補正であります。 

 続きまして８ページでございます。１７款１項２目２節の老人保健特別会計繰入金であります

が、これは２２年度末で老人保健特別会計を廃止いたしておりますので、次年度への繰り越しが

出ないよう、その額を一般会計へ繰り入れるものでございます。３９２万５,０００円でござい

ます。 

 続きまして、９ページです。歳出の２款１項９目の基金費２億１,０００万円でございますが、

財政調整基金へ積み立てる予算となっております。これを含めまして、２０億１,２５０万円と

なるものでございます。続いて３款１項１目の国民健康保険特別会計への繰出金６,６００万円

と、１０ページの８款５項２目の公共下水道事業特別会計への繰出金２,１００万円をそれぞれ

減額する予算となっています。そのほかに不用額をそれぞれ減額ということであります。 

 質問が大まか３つ出ておりますので、御紹介をしておきますが、まず、個人町民税の減額の理

由、これは所得税の減ということでございます。また、監視カメラが２カ所取りつけられるとい

うことでございますが、そこの具体的な位置を説明を求めております。最後に、保育所待機児童

でございますが、１００％を超える状況になっている環境で待機児童がいるのかということでご

ざいますが、若干名いるということでございます。 

 以上、予算審査特別委員会の報告でございます。（発言する者あり）失礼しました。一番大事

なこと言うと忘れておりました。全員賛成で可決をしております。 

 以上です。承認でございます。全員賛成で承認をしています。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 
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よって、議案第２５号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第２５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２５号平成２２年度須恵町一般会計

補正予算（第９回）の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．議案第２６号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第２６号平成２２年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第４回）の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第２６号平成２２年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第４回）の専決処分について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書１２ページを御参照ください。今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１億２,８８３万９,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ２８億９,８８７万９,０００円

とするものです。 

 歳入は、全体を通して国庫補助金や県補助金などが確定いたしておりますので、決算見込みに

よる増減補正がなされております。歳出につきましては、主に医療費の補正でありまして、決算

見込みにより不用額が減額されております。 

 なお、歳入及び歳出の決算見込みによりまして、歳入で計上されておりました本年度財源不足

６,６０３万８,０００円が減額されております。 

 １８ページ、８款の一般会計繰入金６,６００万円減額補正につきましては、２月の決算見込

みにより１億４００万円の赤字が想定され、補正されたわけですが、国、県の補助金が補助申請

より増額されたことにより、実質赤字補てん額は３,８００万円となり、その額を一般会計から

繰り入れ、収支の調整が行われております。 

 文教厚生委員会、全員賛成で承認をいたしております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

よって、議案第２６号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第２６号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２６号平成２２年度須恵町国民健康
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保険特別会計補正予算（第４回）の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１３．議案第２７号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第２７号平成２２年度須恵町老人保健特別会計補正予算

（第２回）の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第２７号平成２２年度須恵町老人保健特別会計補正予算

（第２回）の専決処分について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書２２ページを御参照ください。第１条、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ２４ページをごらんください。１款１項１目一般管理費の補正は不用額が減額されており、

２款１項医療諸費は決算見込みにより減額されております。 

３款２項繰出金３９２万５,０００円の補正は、２２年度老人保健特別会計が終了しますので、

繰越金が出ないよう、一般会計に繰り出されております。 

 ２５ページ、４款予備費は全額減額されております。 

 文教厚生委員会、全員賛成で承認をいたしております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

よって、議案第２７号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第２７号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２７号平成２２年度須恵町老人保健

特別会計補正予算（第２回）の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

 ここでお諮りします。昼食休憩の時間ですが、このまま継続したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、このまま継続します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１４．議案第２８号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第２８号平成２２年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４回）の専決処分についてを議題とします。 
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 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２８号平成２２年度須恵町公共下水道事業特別会計

補正予算（第４回）の専決処分について、総務建設産業委員会の報告でございます。 

 別冊の補正予算書にて説明をいたします。２６ページをお願いします。平成２２年度須恵町公

共下水道事業特別会計補正予算（第４回）は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１,６５０万円を減額し、歳入歳出それぞれ９億１１万６,０００円

とする。（「数字が違う、もう一回読み直して」の声あり）訂正します。第１条、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１,６５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億１１７万６,０００円とするものでございます。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額

は、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 ２９ページ、事項別明細で説明をいたします。１款１項負担金、補正額８０万円は現年度分の

受益者負担金の補正でございます。 

２款１項使用料、補正額３０万円、現年度分水道使用料の補正でございます。 

４款１項財産運用収入、補正額２０万円、これは基金積立利子を補正するものでございます。

５款１項他会計繰入金、補正額２,１００万円の減は一般会計繰り入れでございます。 

 続きまして、３０ページでございます。７款４項雑入、補正額３２０万円でございます。県道

志免・須恵線道路建設に伴いまして、既設水道管理切りかえの県補助金と負担金の返還分でござ

います。 

 歳出でございます。３１ページでございます。１款１項総務管理費１目一般管理費、補正額

１００万円の減、これは１９節の負担金補助及び交付金の水洗化工事補助金のマイナス３２万円、

１６戸分でございます。それに合わせて流域維持管理負担金マイナス６０万円、見込み汚水量の

減によるものでございます。 

２款でございます。１項下水道事業費１目公共下水道事業費、補正額１,４５０万円の減であり

ますが、１３節委託料マイナス１００万円、これは実施設計委託料の執行残、１５節工事請負費

マイナス１,３５０万円は、管渠工事請負費の執行残、これに工事に伴う舗装工事請負費等の落

札残及び不用額による減額でございます。最後に、４款１項予備費、１目予備費、補正額

１００万円の減は、不用額によるものでございます。 

 総務建設産業委員会、全員賛成でこれを承認しております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。
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――討論なしと認めます。よって、議案第２８号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は承認です。よって、議案第２８号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２８号平成２２年度須恵町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４回）の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１５．議案第２９号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第２９号須恵町税条例の一部を改正する条例の専決処分

についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第２９号須恵町税条例の一部を改正する条例の専決処

分を求めるものでございます。 

 説明は、別紙の平成２３年度地方税制改正による改正要点、これにていたします。 

 本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、須恵町税条例の一部を改正する条例に

ついて専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告し、議会の承認を求められた

というものでございます。 

 内容は記載のとおりでございますが、まず、個人住民税関係では被災した住宅や家財等にかか

わる損失の雑損控除について、平成２３年度住民税での適用を可能とし、繰越可能期間は５年間

ということでございます。また、平成２２年度分の所得税の計算上、被災事業用資産の損失と必

要経費への参入を可能といたしております。繰越可能期間は、同様に５年ということになってお

ります。また、住宅ローンの減税についてでございますが、実際に住居している場合に適用され

るということでありますが、震災や津波で破損するなど、住めなくなった場合でもこれが持続さ

れるように図らわれております。また、かわりの家屋を平成３３年３月末までに取得した場合、

被災した住宅の土地面積や床面積に相当する分の不動産取得税を非課税とし、固定資産税と都市

計画税も軽減されるということになっております。 

 固定資産税関係でございますが、津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に対す

る平成２３年度の課税免除を行い、大震災による災害により滅失、損壊した住宅の敷地に供され

ていた土地を災害後、１０年度分については当該土地を住宅用地とみなし軽減する、被災住宅用

地の特例が実施されるということでございます。 

 軽自動車においては、記載のとおりでございます。 

 当町での該当者はいないということでございますが、当町に土地、自動車をお持ちの方は、土
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地が４名、軽自動車については２名いらっしゃるということでございます。これに関しましては、

減税は対象としない。しかし、納期は、延長が町長権限で可能であるということでございます。

詳細な内容はまだ未定になっているということでございます。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で承認をしています。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。  

よって、議案第２９号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第２９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第２９号須恵町税条例の一部を改正す

る条例の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１６．議案第３０号 

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第３０号須恵町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第３０号須恵町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

専決処分について、文教厚生委員会の報告をいたします。 

 議案書１３ページを御参照ください。今回の改正は、国民健康保険法の一部が改正されたこと

に伴い、須恵町国民健康保険条例において改正の必要が生じたので、今回専決により改正されて

おります。 

 １４ページの新旧対照表をお願いいたします。今回の改正は、改正前の第４条において、出産

育児一時金の額を３５万円と規定されておりますが、附則において、平成２１年１０月から平成

２３年３月までは３９万円とする経過措置が設けられております。今、国会において３９万円の

経過措置を恒久化する法案が通過しておりますので、今回、第４条において３５万円を３９万円

に改められ、経過措置の附則が削除されております。 

 附則として、この条例は平成２３年４月１日から施行されるものです。 

 質問といたしまして、現在、直接病院のほうに支払いがされているのか、それとも本人渡しが

多いのかという質問と、病院に支払う費用と出産一時金の額についての質問がございました。現

在、本人手続で本人に手渡されているのは１割に満たないということでございます。 
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 それから、３９万円の限度額と産科医療補償制度、これはかかっている病院についてですが、

プラス３万円の合計４２万円が現在補助されております。３９万円、または４２万円に満たない

医療費の場合は、直接本人が窓口で手続をして、それで残ったお金を本人に渡されているそうで

す。 

 以上、文教厚生委員会全員賛成で承認をいたしております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

よって、議案第３０号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第３０号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３０号須恵町国民健康保険条例の一

部を改正する条例の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１７．議案第３１号 

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第３１号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第３１号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分について、文教厚生委員会の報告をいたします。 

 議案書１５ページを御参照ください。今回の改正は、地方税法施行令の一部が改正されたこと

に伴い、須恵町国民健康保険税条例において改正の必要が生じたので、今回専決により改正され

ております。 

 １６ページの新旧対照表をお願いいたします。主な改正点は、第３条第２項において、国民健

康保険税の基礎課税額、いわゆる賦課限度額を５０万円から５１万円に改められ、第３項におい

て、後期高齢者支援金の賦課限度額を１３万円から１４万円に改め、第４項において、介護納付

金の賦課限度額を１０万円から１２万円に改正されております。 

 １７ページの第２５条においても、健康保険税の減額において賦課限度額が規定されておりま

すので、改正されております。 

 附則として、この条例は平成２３年４月１日から施行されるものです。 

 文教厚生委員会、全員賛成で承認をいたしております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり
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ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

よって、議案第３１号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は承認です。 

よって、議案第３１号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３１号須恵町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の専決処分については、委員長報告のとおり承認されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１８．議案第３２号 

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第３２号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第３２号工事請負契約の締結についてでございます。 

 議案書の１８ページでございます。下記工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付

すべき契約条例第１条の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名、内原・大谷線道路改良工事、契約方法は指名競争入札、請負金６,１２１万５,０００円、

請負者、福岡市博多区博多駅東１丁目１３－９、若築建設株式会社福岡支店、支店長烏田克彦、

契約保証は銀行保証６１２万２,０００円、工期は、契約の効力が生じた日から平成２４年２月

１５日まででございます。須恵町側最終工程の工事となっております。９業者が入札し、最低価

格を提示した７業者でくじ引きをしたということでございます。落札率８７.０１％、設計額に

対する請負率が８３.２９％となっております。 

 総務建設産業委員会、全員賛成で可決しております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質疑なしと認めます。 

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

よって、議案第３２号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。 

よって、議案第３２号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３２号工事請負契約の締結について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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 本会議終了後、昼食、休息の後、全員協議会を特別会議室で開催します。終了後、各特別委員

会を順次開催しますのでよろしくお願いします。 

 会議を閉じます。平成２３年第３回須恵町臨時会を閉会します。 

午後０時24分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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